
承認第１号

専決処分事項の承認を求めることについて

 令和５年度かすみがうら市水道事業会計補正予算（第３号）について、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分し

たので、同条第３項の規定により、これを議会に報告し、承認を求めるもの。

令和６年２月２９日提出

かすみがうら市長  宮 嶋  謙  

1



 
 
 

専 決 処 分 書 
 
 
 
 下記の件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないこと

から、次のとおり専決処分する。 
 
 
 
   令和６年２月１日 
 
 
 
                 かすみがうら市長  宮 嶋  謙  
 
 
 
 
 
 令和５年度かすみがうら市水道事業会計補正予算（第３号） 
 別紙のとおり 
 
 理 由 

令和６年能登半島地震に伴う被災事業体への支援に係る経費等に関し、早

急な予算措置をするため令和５年度かすみがうら市水道事業会計補正予算

（第３号）により補正を行う。 
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  令和５年度かすみがうら市水道事業会計補正予算（第３号） 

 

 （総則） 

第１条 令和５年度かすみがうら市水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （収益的収入及び支出） 

第２条 予算書第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

 支  出 

      （科 目）      （既決予定額）     （補正予定額）         （計） 

    第１款 水道事業費   １，０６５，４４６千円     ４１６千円     １，０６５，８６２千円 

     第１項 営業費用   １，０１８，８７３千円     ４１６千円     １，０１９，２８９千円 
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 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第４条 予算書第９条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（１）職員給与費 ５７，５０７千円 

 

   令和６年２月１日 専決処分 

かすみがうら市長  宮 嶋  謙   
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令和５年度かすみがうら市水道事業会計補正予算実施計画 

収益的支出 

（支 出）                                           （単位：千円） 

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備 考 

１．水道事業費  
1,065,446 416 1,065,862  

1.営業費用  1,018,873 416 1,019,289  

4.総係費 127,584 416 128,000  
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令和５年度かすみがうら市水道事業会計補正予算説明書 

収益的支出 

（支 出）                                           （単位：千円） 

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 

節 

説明 

区分 金額 

1.水 道 

 事業費 

 1,065,446 416 1,065,862    

1.営業費用  1,018,873 416 1,019,289    

4.総係費 127,584 416 128,000    

   3.手当 416 災害支援に伴う手当の増 
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